


I 客にダンスをさせる営業に係る規制の見直しイメージ

I 改正前 ｜ 

1号営業（2,602軒）
キャバレー等

（ダンス＋接待＋飲食）

γ 井 I 2号営業（64,349軒｝
〕｜ 待合等

（接待＋遊興or飲食）

風

俗

営

業 3号営業（391軒｝
ナイトクラブ等
（ダンス＋飲食）

4号営業（140軒｝
ダンスホール等

（ダンス）

10ルクス以下

10ルクス超

（注）営業所の軒数は平成25年末の全国の数値

「改正後 ｜ 

新 1号営業
キャバレー、待合等 l 国

（接待＋遊興or飲食）｜守
' 1資

新2号営業 ｜営
低照度飲食店 ｜業
（現5号営業）

特定遊興飲食店営業

飲食店営業

風営法の規制対象から除外


